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共施設で配布しています。入手困難な方で自宅への配布をご希望の場合は、広
報広聴課へお問い合わせください。

　確定申告書作成会場をニッ
ケコルトンプラザコルトンホール

（鬼高１-１-１）に開設します。
期間  ２月１０日（火）～３月１６日

（月）午前８時３０分～午後４時
※土・日曜日、祝日を除く。２月
２２日（日）と３月１日（日）は開
設。

時間  午前９時３０分～正午、午後１時～３時

　法定調書は書面による提出の他、e-Taxソフト、e-Taxソフト（Web版）または光ディスク（ＣＤ・ＤＶＤ）
などにより提出できます。詳しくは国税庁のＷｅｂサイトをご覧ください。

☎３３５-４１０１市川税務署（〒２７２-８５７３北方１-１１-１０）
※市川税務署内には申告書作成会場はありません。作成済みの申

告書などの提出または郵送の受け付けは市川税務署で行います。

※小規模納税者の方の所得税及び消費税、年金
受給者及び給与所得者の方の所得税の申告が
対象です。

※次の方の相談は行いません＝株式及び土地建物
などの譲渡所得、退職所得、税理士に依頼してい
る場合、贈与税申告、住宅借入金等特別控除。

※各会場ともに車でのご来場はご遠慮ください。
※計算用具、印鑑などをご持参ください。

　平成26年度の市県民税の申告をした方、または申告が必要と思われる方に、市
県民税申告書を2月6日（金）に発送します。申告が必要な方で申告書が届かない
場合はお問い合わせください。申告書は 市民税課、 税務課、大柏出張所、市
川駅行政サービスセンター、南行徳市民センターでも配布します。（受け付けは
市民税課、 税務課のみ）

● 税フロア（市民税課）	 　　● 多目的ホール
※土・日曜日を除く。ただし、２月２２日（日）と３月１日（日）は開庁。

☎３３４-１１１６市民税課
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●平成27年1月1日現在、市川市に住んでいた方、または住んでいる方で、平成26
年中に所得のあった方。※所得がなかった方も、国民健康保険税・後期高齢者
医療保険料の算定や、各種証明書発行などのために申告が必要です。

●平成27年1月1日現在、市川市に住んでいないが、市内に事務所や事業所また
は家屋敷を有する方。

※医療費控除などを追加して、平成26年分の確定申告をした方は、市県民税の
申告は必要ありません。

市役所へ市県民税の申告が必要な方
●印鑑
●平成26年中の所得を証明する書類
（源泉徴収票や収入の明細・帳簿類など）

●社会保険料や医療費などの領収書ま
たは証明書、障害者控除などを受ける
ための証明書または認定書

申告する場合に必要なもの

申告書の配布

申告会場

　通常申告する必要はありませんが、次に当てはまる方は申告が必要です。
●勤務先から市川市へ給与支払報告書が提出されていない方
●給与所得・公的年金等に係る所得の他に、不動産などの所得があった方
●勤務先や日本年金機構などへ報告した扶養人数や障害者控除などに変更が

あった方、社会保険料や国民健康保険税または生命保険料・地震保険料などを
自分で支払った方

給与所得または公的年金等に係る所得のみの場合

今年度より所得税の確定申告の
相談・作成は市役所では行いません

相談などがある方は、市川税務署の申告書作成会場にて直接ご相談ください。
※完全に記載し、内容確認・質問などが必要ない確定申告書に限って市役所

で受け付け（仮収受）を行います。
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日程 会場
１月２６日（月）～
３０日（金） 行徳文化ホールＩ＆Ｉ

２月３日（火）～
６日（金）・９日（月）

浦安市文化会館
（浦安市猫実1-1-2）

１月２９日（木） 市川駅行政サービスセンター

１月３０日（金） 大野公民館

市県民税の申告は市役所へ　所得税の申告は税務署へ

市川税務署の申告書作成会場

税理士会による無料申告相談

法定調書の提出期限は２月２日（月）です。

●男性の料理教室………………………2面
●起業を応援します……………………3面
●市川の農業を知っていますか……4-5面
●子育て応援ホリデー…………………6面
●ISG国府台 ウィンターチャレンジ……7面
●特別な夜景を音楽とともに…………8面

申告期間
2月16日●〜3月16日●月 月

いつも新しい流れがある

市川
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